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評価基準について

法人の評価は「項目別評価」と「全体評価」により行う。

(1) 項目別評価

ア 法人による自己評価

法人は、年度計画の最小単位の項目（以下「小項目」という。）ご

とに自己評価を行う。その際、４段階の区分により（表１）、その判

断理由を付して、実績を自己評価する。

【小項目の評価基準】（表１）

評価区分 評価内容

Ⅳ 年度計画を上回って実施している

Ⅲ 年度計画を十分に実施している

Ⅱ 年度計画を十分に実施していない

Ⅰ 年度計画を実施していない

イ 評価委員会による評価

評価委員会は、法人が行った自己評価の妥当性を検証し、法人の自

己評価と評価委員会の評価が異なる場合には、その理由等を示す。

その後、中期計画の各項目の達成度合いを、定量的な観点と定性的

な要因により総合的に勘案し、中期目標の大項目（「大学の教育研究

等の質の向上に関する目標」については中項目）ごと（表２）に、５

段階の区分（表３）により進捗状況を評価する。

【評価項目】（表２）

№
中期目標

大項目 中項目

１ 教育に関する目標

２
大学の教育研究等の質の向上

学生への支援に関する目標

３
に関する目標

研究に関する目標

４ 社会貢献に関する目標

５ 国際交流に関する目標

６
業務運営の改善および効率化

に関する目標

７ 財務内容の改善に関する目標

８
自己点検・評価および情報の

提供に関する目標

９
その他業務運営に関する重要

事項に関する目標
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【大項目（一部中項目）の評価基準】（表３）

評価
評価内容

区分

Ｓ
特に優れた実績を上げている。

（評価委員会が特に認める場合）

Ａ
年度計画を順調に実施している。

（評価委員会の小項目別評価が全てⅣ又はⅢ）

Ｂ
年度計画を概ね順調に実施している。

（評価委員会の小項目別評価のⅣ又はⅢの割合が９割以上）

Ｃ
年度計画を十分には達成できていない。

（評価委員会の小項目別評価のⅣ又はⅢの割合が９割未満）

Ｄ
業務の大幅な改善が必要である。

（評価委員会が特に認める場合）

※評価基準における小項目別評価の割合は目安であり、小項目の

重要性や社会情勢の変化等を考慮するものとする。

(2) 全体評価

全体評価は、項目別評価結果を踏まえ、事業の実施状況、財務状況お

よびマネジメントの観点から、法人の活動全体について定性的に評価す

る。

また、あわせて、中期計画の達成状況と、組織および業務運営に係る

改善を要する事項等を付す。
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□全体評価

・事業の実施状況について

公立大学法人秋田公立美術大学の平成２９年度業務実績につい

ては、年度計画に定めた項目を順調に実施されている。

平成２９年度は、大学院の開設や海外の大学と初めて国際交流

協定を締結するなど、教育環境を充実させたことを含め中期計画

に定めた項目に対し、大学が積極的な取組を行ったことが確認で

きた。

今回は、すべての項目がＡ評価であったが、第１期中期目標最

終年度にあたる平成３０年度においても、同等以上の取組がなさ

れることを期待する。

○進路決定率が高いことは、学生の努力はもちろんのこと、大学

のサポート体制等が強化された結果と認められる。

○公立大学法人がＮＰＯ法人を設立し、地域貢献活動などを充実

させようとする試みは、ごくまれなケースであり、今後の活動

が期待される。

・財務状況について

計画どおり実施しているものと認められる。

○外部競争的研究資金について、大学事務局を中心に情報収集を

行うとともに、教員に情報提供を行うなど、自己収入の確保の

ための積極的な取組が認められる。

・法人のマネジメントについて

計画どおり実施しているものと認められる。

○年度計画の評価項目数が増加し続けていることから、簡素化が

望まれる。

・中期計画の達成状況について

項目別評価において、すべての項目がＡ評価（年度計画を順調

に実施している）であり、中期目標の達成に向け、着実に年度計

画が実施されている。

・組織、業務運営に係る改善事項等について

組織、業務の運営等に関して、特に改善を勧告すべき点はない。
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（参考）平成２９年度 項目別評価結果概要

平成２９年度年度計画における目標を達成するための措置

評価区分
連番

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置（101項目）

１ 教育に関する目標を達成するための措置（49項目） 1 48 0 0 2- 49

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置（17項目） 1 16 0 0 50- 64

３ 研究に関する目標を達成するための措置（16項目） 4 12 0 0 65- 81

４ 社会貢献に関する目標を達成するための措置（13項目） 7 6 0 0 82- 94

５ 国際交流に関する目標を達成するための措置（6項目） 2 4 0 0 095-100

第２ 業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するための措置（14項目）

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置（4項目） 0 4 0 0 101-104

２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置（6項目） 0 6 0 0 105-110

３ 事務等の効率化に関する目標を達成するための措置（4項目） 0 4 0 0 111-114

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 （6項目）

１ 外部研究資金その他自己収入の確保に関する目標を達成するための措置（2項目） 1 1 0 0 115-116

２ 経費の効率化に関する目標を達成するための措置（2項目） 0 2 0 0 117-118

３ 資産の運用管理に関する目標を達成するための措置(2項目) 0 2 0 0 119-120

第４ 自己点検・評価および情報の提供に関する目標を達成するための措置（8項目）

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置（1項目） 0 1 0 0 121

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置（7項目） 0 7 0 0 122-128

第５ その他業務運営に関する重要事項に関する目標達成するための措置（11項目）

１ 施設・設備の整備及び活用に関する目標を達成するための措置（5項目） 0 5 0 0 129-133

２ 大学支援組織等との連携に関する目標を達成するための措置（2項目） 0 2 0 0 134-135

３ 安全管理に関する目標を達成するための措置（1項目） 0 1 0 0 136

４ 人権擁護・法令遵守に関する目標を達成するための措置(3項目) 0 3 0 0 137-139

140 16 124 0 0
総 計 (140項目)

％ 11.4 88.6 0.0 0.0

【評価基準】 Ⅳ：年度計画を上回って実施している

Ⅲ：年度計画を十分に実施している

Ⅱ：年度計画を十分に実施していない

Ⅰ：年度計画を実施していない




